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李良枝『除篶謄木.1 論(君島朋ヲリ

はじめに

筆名、李良枝。1955年に山梨県で牛ぽれ、64郁の両親の偏・化に伴い、田設で臼動的にU本匡WWヌ
上し え

得。帰化後の本名田中俶枝。隔丁止不可能_1 な帰化という事実への直面や両親の不羽_1に悩み[李良

枝 1979:598]、商校中退後は家を出て京都の旅館で住み込みのバイトを経験。後に三ノ弔次編人した京
;」'」δ

都府立鴨祈高等学校のH本史教師との出会いを通して「自分の血、民族のことをぢぇ始める_1[李良

伎 1993:68易。しかし、75年に早稲田大学進学後、在日同胞サークルに出人りするようになるープjで、

政治色のみを強調した空j'な民族愆滋や帰化者である自身への冷遇に、彼女は少なからぬ衝撃と失望

を感じる。その後、雌一没頭できた巫俗獅踊と伽娜琴を本格的に学びたいと思い立ち、80年 f光州事

件1 のさなかに渡韓するが、80~81年には兄二人が相次いで吊i死。同時期には両親の航姑Y役判も終了

して正式に籬婚が決定。のちにソウルで中上健次と避遁U他発された彼女は、自身の体験を題材に創

作活動を始め、認年ソウル人学国i剖司文科人学手紺断髪すぐに休学、同年口本へと戻り私制象』Ⅱ打弓

に『ナビ・タリ"ン』で文壇に登場。別年に後学した後も作品,を汎掛叡内に発表し、朋年『[則煕』では

第100回芥川賞受賞。だが、92年に東京都内の病院で急性心筋炎により死去。事年わずか37歳。

従来の李良枝研究は、 1、ナビ・タリ"ン』 1亥嚇眺生1煕.1 『石の聲』といった代表作における留学

経験を踏まえた作家論や、、'論磊倫的なケ)析を中心に展開されており、彼女のテクストの性格と合わせ

ても、これらの指摘は今なお重要である。しかし、彼女の掃化の経験や国爲への言及は、ほとんど事

突雁i忍にとどまり、先行世代への政治的命題とは別位相とされる伝統文化への傾倒による1、民族愆識」

の発現といった「個別的な問題_1 を追求したというのがほとんど通説的評価となっている「金城我

i十ノノ
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2004:110-11U 。

これらの評価か決定的に捉え損なっているのは、李良枝自身が帰化によって日本国籍を所持してい

るがゆえに受けた他の在日同胞からの冷遇といった経験や、国民健康保険誠の適用の有無と外国人登

録証携繕義務といった戦後日本の「外国人」管理体制による在印朋鮮人社会の生政治的分割を止確に

見据えていた点である[李良枝 1979,1990]。他にも、菟罪事件「丸正事,1も1 (1955年)に対するハ

ンガーストライキなどにも見られるように、彼女の発苫や行動力蝉斯妾モ川蔀士会に対するすぐれて政治

的な冏題愆識を抱えていたことは疑いようもなく[李良枝1979,1985]、今後彼女の作占1,研究や作家論

そして性をめぐ→三÷言五的課題を分析するには、単なる党派的対立に還元しえない政治的思想や帰化、 1ご】訂口、、



る牙体などω枯抗的な緊帳を 1'篭に統み解や必要があるだろう。

そのためにも本柚では、これまでの李良枝作家楡・竹Y,1,倫力司剣是としていた政冶や文化といった、'_

g劇'迄的な杵組みとは距誹を取り、1980年代のW本ど陣岡というポストコロニアル時空鯏を念噸に胤

きっつ、 11-1本の1松ノJの'巨大さ、 1 に文、1する打七削的な,「■恕的メミ践として[乍良枝 1979:6001 、ヰ!jに

4d}化という1ι・的・1J本牛産に1熊点化しナこ彼女の小説やエッセーを統んでみたい。その際に川いたいのが

『除1ヂi川f本.11 という小さな_,'岼高である。 19錫~81作頃に'牛かれたとされ、その後門^良枝令染,1 にIU

幟されたこのテクストは、従来『かずきめ,1 において想起されている関東大裟災ω f・1'万'円/_111'銭 1

や fイルウォンオシ,チ.ン_1 といったシポレート的な1呼びかけをぢ察する際の補助線として1、Hいら

れる以夕Nこ分析ヌ、ナ象となることはなか勺た[イ・ヨンスク 2{川7、1。しかし、伽}化や輔.1-1計Υ十γ:を県Jはに

して斥ⅡA・戸籍や出人凶管兇における司法的同・件のトラブルから醐家による小政治的暴力の如紗力を

感矢1ルつっ、それを街醗吾1於本というi牛類から照らし返していくこのテクストは、初期ω_fn稿ゆえに若

fω荒さや限界を1包えっつも、野S良枝による.思包珀ΥJιⅡ戈の心芽として雫要な弓印麦をり・えている。

本1高では、まず耶余1羽倦本'1 の核心にあるり'化をめぐる靡史的・攸治的な剛題を察Nする。そして、

この布Hヒか、単なる臼本11{n1札佼得.・1b士越雅獲1、¥とい勺た位イΠにとどまらず、箪ろ斥1家ω上椛行為に姉

紳されるホで他者との分削を強いる社会的效治的強制ノノとして機能する1■凾1を明らかにし、今後の李

良枝研究においてり'化とい「た呉体的樹司家主椛的暴ノjが心牙へ行使される暴力といかに述動してい

るかを総合的に分析,川圭にする祝座を備築する。
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. 文学作品と帰化

テクスト1人リ児在は「今1_1は lf」 1'h」司、刊、の拠ga l_1 、場所は 1 樹司、令州 1。この」jιτ側Sから過

去1川戀を交えっつ、卞人公呼ム_1 のー・ノ＼1尓的な語勺によ「てテクストは進1」'する。税川H:、゛務1折でア

ルパイトをしているしぐN1である 1私 1 は、物心がっいた11加こは既に刎1,,}していた 1 朝鮮ソ＼_1 の山税の

レh}イヒに伴い嚇本住Ⅱ裂を取得していた。それまで、 1司身が fl_Ⅲy＼1 なのか 1判1鮮ゾ＼1 なωかとい

ハた溌乱を抱えていたが、同棲小の忠ソ＼ 1正リ}1 にはこの混乱をΠ剤t/＼症 1 や 1 内分1辨于.1 な悩みだ

と側■される。ωちにこω1昆乱を解消するために 1 馴司留学1 を決心した 1村、1 は、 1、ソウルにn外

1可胞だけを災めて'1刊1_りウリマルを教える教育機咲■に人るには内身が「、A外俗"包1 であることを証

明する必姜があることを知る。そして、門本国籍取得似前に 1朝魚ソ＼1 であったことを証明するため

に、本籍地から端化'1}:項の,杷幟があるはずの戸卿洲,本を取り寄せたのだが、その占〒何は4、'、化'リ項が抹

消された 1キレイ 1 な状態にな勺ていた(その哩山は、「厭1 と籬婚恊定小で別居状態にある 1、父1

か木籍を移動したことによる)。後に、この隣途鰯寺本を現イ11の本籍地から奴り冷:せて韓佳1に波るが、

宿で神氏V＼男竹Jこ襲われる9、ル*こ苛まれている最,1Nこ11が党め、 11熊い動物 1 を11唯してしまうとこ
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裁政権の影縛が色濃く残る時代であった。この複雑な歴史的展開の最中において、いわゆる政治的論

題とは別様の「祖国_1との関係を模索したのが李良枝の文化への傾倒であるとするのが彼女をめぐる

作家論的通説である。

この文化への傾倒に関して、李良枝作品を苫察する際に無視できないのか、日韓闇の留学の問題であ

る。83年の日本では中曽根政権によって「留学生 10 万人計仙U と称したグローバリゼーシ,ンの進

展に伴う人的移動と、今後の低賃釡労働ブπ倒呆のための基艦整備が進んでいたが、創って韓国政府が

枯極的に留学支援を行い始めたのは民主化宣言以降のことである。偕佐獣こ振り返るだけでも、新白由

主裳経済 1業吊令戦」休制移行と日韓経済援助という巨額の国家間取引、そして留学政策による人的移
、、

動が画策され始めた 80年代前半の小偉の国家闇政策の時期的なずれのさなかに李良枝の留学があっ

たといえる。以上を踏まえると、この時期の韓国留学といった人問の移動を文化への傾倒といった主

体的意思として統む前に、そもそも 80年代の日韓という東アジアのポストコロニアルな時空問にお

いて、帰化者tはいかなる権力論献リぶ滋場に1'傅されているかを検討する必要がある。李良枝のテク

身休、性といったあらゆる問題は、まさにこの権力論的な抗ストで繰り広げられる人種や法、 ・三'号五
r^口に1、、

争の只中においてこそ思考されている。オq高は、テクストのセ掛各を反映して、この 1980年代前半の日

韓というやや広めな時空間を視野に人れつつ考察を進める。

文化/批評 2018年第9号

2.帰化の法制史

テクストに人る前に、戦後日本における在日朝鮮人の帰化とは何かを確1忍しておきたい。この帰化

制度が f、外国人_1 全体における圧倒的多数を占める在日朝鮮人を対象に機能している点を鑑みれば、

帰化がポストコロニアノW内性格を有しているものであることはY法制史研究から制旨摘されている通

りである[佐藤 1980,釡英達 1990,金敬得・金英達 1994]。

そもそも1910年以降の植民地支配期から、在日朝鮮ソ＼は戸籍く民籍法)によって日本国籍を有して

いた(一方で「内地」への転籍・移籍は厳しく1訓涙されていた)。しかし、1945年以降GHQ/SCAP

占領下の戦後日本における f外国人_1管理休制の段階的転換によって在日朝鮮人の法的地位は大きく

変化する。特に、保化の法的前提が1952年サンフランシスコ講和条約発効に合わせて旧植民地出身者

から日本国籍を剥恋した旧法務府(現法務佐D 4月19日村f民事局通達民事甲四三八号jとなってい

るように'、在日朝鮮人にとって帰化とは、植民地統治下において自身の意思にかかわらず村与された

日本国籍力述噺爰日本の占領政策の^1・,で段階を経て剥奪されたのち、他の「外国人_1 と同様の国籍法内

で彼らが日本国籍を再度取得することを可能にする救済的措置の装いをもって登場したものであるこ

とを,意味する。それゆえに、旧植民地出身者・元日本匡際1保持者であった在1ヨ朝鮮人の婦化とその他

の「外国人」のそれとは性質上区別される必要があるというの力"吊化研究における通説ともなってい
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令良枝『除符謄本,1 論(君島朋毛)

る'

運用初期である50年代の帰化は、第一・に「朝鮮ソ＼」公務員らの国籍問題の解消としてあり、その次

に争は」、となうたのは戸期鮮砧1有の者」との身分行為によってU本国籍を喪失した「元日本ノ＼」(特に

斜孜昏した女性の籍の移剰D とその子らといった「元臼本人の日本国符の回復」とされるいわゆるΠ衛

易知}・化_1 と1呼ばれるものか多かった[令英達 199山。その後、卓別畔民主主義人民共和国への「帰区円.i

業_1というた上U本的な 1、帰斥U という選択肢などが見え始めた50年代後半の社会的地殻変動において

[M01、ris、suzuki2例1、}、阿吊価U もしくは偏イヒを選択するといった問題は在日朝鮮ソ＼社会に徐々に

i忍識され始め、50年代は年2000 人ほどであった帰化者数は増力[ル、60 郁代には年3000 人台に到述

した。特に、李良枝の家庭も帰化した64年は、朝風終鯏吊化者が卯00人台に急増北た転換点とされて

いる。この増力1_1に対して、法務省民事局側は朴止煕維新政権が進める月韓基本条約(65年)を前にし

て今後確定される韓国符者の法的地位か米だ不明瞭であったために、協定永住権よりも帰化によって

この不安を解消しょうとしたのではないかとの見解を示しているが[大森 196田、一方で当の法1芳占

側による小請簡略化などとい乃た婦化の枝極的な宣伝と連動してその後の帰化者数も増加しており、

単にイt11紳別畔人内身の主体的選択として帰化を説明するのは挑しい。70年代になると、日中国交正帛

化(72年)による「台湾人1 の無倒籍化によゆ帰化巾詰か急増すると同時に、他方で陣別鄭人_」もど.

世~子.世世代らの定侘志向やル1オV＼」との結婚による日本国知訓噺昇が進み、その数も年4000~5000

人を推移し、80年代も似た傾向が続いた。

しかし往愆したいが、テクストと同畔Htである80年代当時の偏・化に必要な害,浜を列挙するだけでも

1来脚女の概要や帰化の動機を記載した腎面、履歴書、国籍や身分関係を証明する書面、外国人登録済

証明書、居住証明・占・、宣誓轡(これは 1外国人が日本人になるに当たって日本人としての膚覚を明ら

かにするもので、改めてヒ1本国に忠誠を誓■意味を有するもの」とされている)、生訓'や事業の槻要

を記城しナこ腎血、給与証明古、納税証明古、居宅付近の略図_1 「在膨頂印片書とか各郁の免許証・許i忍

可証の写いなど」があり仟左篠扮80:9幻、またこれが単に書類の準備が済めは'自列伯勺に完了するの

ではなく、その後の身辺調査といった徹底した検開をパスし、過胴1な国家への「忠誠」を誓わされた,、

!・二でようやく時午而■されるのが帰'化なのである。だからこそ帰化に対して拒否をボす人々が存在す

るのであり,これを単なる国籍取得といった権利の問題としてのみ説明することはきわめて危険で、

ある。そして、企良枝もまた父母の帰化への複雑な感恬と、それが自身にとっていかなる解消にもな

りえないことを明確に言語化していたのであった「李良枝 199山。
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3.帰化者をめぐる言説

偏化の法制史や動向を簡単に確認したが、李良枝も、70年代後半に出人りしていた早稲田大学の同



胞サークル内で画而した「冷淡な反応」に 1「喩えようもないくらい大きなシ.・,ク 1 を受けていたよ

うに、在日朝鮮人社会を分断するかたちでこの婦化が収對氾している"点も看過してはならない。たとえ

はこの時期、帰化者の戸1'には「新日本ノ＼1 と記械されるといったデマが流され[釡英述 1990_1、 1民

族反逆、占_1 といったレッテルが1沽られるなど[山村 19711、イ劇_1社会における布}イヒ占への冷辿には硬

まじいものがあ「た。また、蛎Hヒ占坪功Uによ「てH本力坤矧直1に侵略されるなどの被i"安想的な発、三、も
しノ ノ

腿び交っていたように'、帰化者は、日本国符H町漸麦もなお人種卞義的に規定された 1外1司人_W嫌恕

にも晒されていた。刈して、80年代後半において今後の生活のために偏化する他ないとi吾るjⅡもあ「

たのだが"J児在の帰化をめぐる議論では多文化・多民族北小的ニュアンスの巾でこれらのきわめて複

縦な慕修は抹消され、「外1司ノ＼1 を生産する1心1民・ル1家(n肌]on、st飢e)そのものへの批半1仂ψく落した

まま分析が進められている何Ⅲ水こある河寸友J+ 20IU 。その中でも李良枝か批判すべき文、1象としてil

硫に見据えていたのは、 1南北分断の現突」といった政治的文、上立にル珂籍_1 を 1牛の根木的な岡題1

として持ち込み人々の制にいくっもの分割を強いていく日本の国家椛力の方であり[乍良枝

1990:6副・655]、これへの批判の中心に向身の偏化か焦".無化されていたのである。

このような彼女の発言は、80年代時点の在日朝鮮人社会の思恕史的変容から照らしても"川してい

る。参畷Utとして、ここに 7フィ、ド頃から始まった 1第三の道1論羊を挙げることができる。この諭予・は、

牛1-1倒_1 へ 1帰1司」もせず、帰化してU本国籍、取得しないのであれば、 1、イH11 として円本社会で

小きる意味を利途列内に芳えるべきだといった1"張と、そこで閑却されがちであった¥H_11 という条

件を竹め出している国家への批半1仂斗友け落ちてしまうのではないかとい「た疑範のj心削を大筋として

おり'、 80年代1・戸盤までに複数の論者によって忠慈じ内に研磨されていった。しかし、この論予にはそ

もそも愉Hヒ片の存イ11が念頭に置かれておらず(ゆえに「第三の道_1)、ほと/Vどの論門にとぅての河

化占とは、円本のΠ司イ凶政策に取り込まれた人々であるという認散以上に'及されることはなく 、、

雌・ー、金イi純が例夕H内に「しかし、いったい、誰功{帰化者を蛙っことができるのか 1 として偏化占に

文、1するこの差別的なi需兇状況を批判していた程度である[釡石範 1980:4劇。前提として、この婦化

力斗_1本による 1、同化 1 的政策によって単戈後貰任を暖昧にしているという証じ敲は・定の妥・辻i件を有して

いるが、しかしそれでも生.存に1自結するUオ往利の安定を求める人々が帰化する流れは1_秒ミとしてあり、

1_1本はまさにそのような自発小グ山念.思の力'向付けにこそ躍起になっていたのである"。それにもかか0

オ)らず、本来批半1はれるべき日本ではなく、帰化占へのバッシングの方か強訟1されてしま「ている,貞

に問題の根深さがあるといえる。

そしてここに、帰化を皿由にして 70年に甲稲朋大学講堂で焼身自殺した山村政川、1 4名政明、19妬_

7のを恕起すれは「1_1_1村 1971]、帰化とは、国符取得による法的地位変吏といった付'相に限定するこ
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十良枝 r除1・潮1然弐倫(再島朋やり

とはできずΥ゛ろこの凶籍・市民椛付1子といった鬨家への帰属によってこそ心身か鉤禁されていく中

政治的暴力としても感知されΥ共際にその向傷的暴力が昂化者に折り玉ねられてしまうている歴火的

'Ⅱ大かただちに硫i忽されなけれぱならない。これらの偏畔iを、身休を生"川粕勺に御り分け生政治的統

治に死を持ち込む曄戈イn拔態の産出を凶家による人郁上染であると述べていたフーコーのえ藥から照ら

せば旺、ucaUⅡ 1997"20071、愉HⅢ別度の杠N↑にある1司家の人肺主峩が、 1民解、1叉逆占 1 とい乃た憎

恕を煽動することで、婦化占を門KⅡ(」「外山リ＼1 といった枠の双力力◆y禅き川い司'i11イ゛、寸能1 な

矛盾体として産出することを通して、帰化者の心身に自凸懲罰的暴ノノを折り靈ねていく犯非的な寸i態

こそがⅢ1われなけれはΥよらないだろう。

本桶N)1刈心は、この郡余1鯏悟木,1 というテクストにおいて、まさにこの法的ヨ_ι休牛産にかかわる機

能心やポストコロニアル11了凖闇としての凹人と瞥.氏1という靡史社会的状況における生政治的椛力の駆

動のー・・戦1略として、'1謀忠を装いながら人々の闇に跨1正イくi】mE1 な分割を強いると同時イこ、その噛蝶

の↓・!巾に布}イヒ者を拘禁する'對指を介しているものとして布}化制度があることを粘心fする,'1、1、にある。

「どうして、そんなに帆川ソ＼ということにこだわる/Vだい。君は日本人だよ、僕はそう思う。だ
見

つてそうじゃないか、三一藥だって、ノ卞_1工習慣だってー・・ーそれに1司籍だってー・ー・』

儒]半.に三い返す三葉は私の小にいくらでもあうた。だyづ私は黙っていた。何かかそうさせるの

だ。正屶と過ごしてきた今[ほでの時闇の砧み重ねが私を黙らせるのだろうか、それ占も告筋の

辺りにある何かがそうさせるのだろうか、正男は怒嶋った。

1君はあんまり、白分ヰ、乢、に物をぢぇすぎるよ、イ焚は淋にとって何なんだい。僕は1、1が何人であ

ろうとかまわない、Πの前の君か好きなんだ_1

この正男と私は上'年近くも・・・緒に暮らしてきたんだとひと喫のように月える。

1 オゞ「に好き? 1

1ノノまずに4ιきろよ。上劫矣だの、[珂家だ'のって流行らないよ、今どき i

谷は・イ木どうなんだ、僕をどぅ,思勺ているんだ 1

「ネ1、・・・・・・いろ/"なことひうくるめて、木1、ーーーよ 1

数円後、私は内分ω'科勿を/辻の家に運んだ。 1李良枝 1993:566-567]

1帆4羊人_1 であることの苦悩と韓1_珂への詔学の'逝思を打ち明けた後の 1本ム」と、恋人阪_11リ■とのす

れ述い。 1、fムーー・・いろんなことひっくるめて、私・・ー・'よ 1 といった「村、」の1昆乱を「1>どき_1 1流行

らない 1 として御上する 1正男1 の6、葉は、 1民族だの、国家だの 1 に仏1快せざるをえない「木厶1 の
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心寸生を「自分中心_1 として叱貨することで、 1民族だの、国家だの」にまつわる蔦藤を個人的な心性

に11き換えようとしている。しかし、ここで逆説的に1削示されるのは、帰化者である那ム」の禽藤が、

国家による戸籍や国籍などの人口管理あるいは庇護という主権の合法性内部において、個刎貝休的な

心性であるように偽装されながら、この問いが 1不ム_1 の心身に絶えず深く打ち込まれていく椛力論的

な動態なのである。

4.除籍謄本による証明

テクストの前半は 1、在外同胞」 1、在日同胞」であることを証明できる除斜判轡本の取得やそれをめぐる

ものであるが、この沓・類が何かを酬儲忍しておきたい。除1鯏悟本とは、戸条翫去第十三条「・・・戸籍内の全

員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸総判肋、ら除いて別につづり、除籍簿として、

これを保存する」とあるように、既にその戸籍内に構成員がおらず閉斜Wぐ態にあることを証明する書

類を指す。この戸籍法という法的根拠によって 1日本人_1 は日本国籍を保証されるのだが、はじめか

ら「、外国人」が戸籍に登鍔沽れない(外国籍)といケ法述用の様態は、「臼本人」の法的根拠を規定

するだけではなく、国籍法第二条「外国人」の定義との照応関係において、戸籍以前の身体、いわは

法的主体生産に先立って身体を人種化する相π規定的・循環的な符鯏1を呈している。この除籍を起点

に戸籍や国1翫去を捉え返すと、戸籍と国籍マニいった「日本ノ＼」/「外国ノ＼」を規定する斯泳鯏謄本とは、

文化/批評 20]8年第9・号

以前 1旧本人」ではなかったことをも戸籍が証明する矛盾した効果を発揮している。鬨述して、韓国

の戸籍制度も振り返っておきたいが(2008郁廃止、現「、家族関係登録制度」)、運用初期には近代日

本の植民地支配による戸籍・民籍による植民者/被植民者の定義を裏返した「日本の戸籍を離脱した

者』といった規定により畦嘩国人」たることが証明されるといった転倒を抱えていたごN劉昇・釡萸

達 1994 。そしてより深刻なことに、在日朝鮮人の韓国籍取得に際して韓国戸籍の本籍地を明確にす

る必要があったように、在日朝鮮人社会にとって隣ゞ矧謄本のみならず戸符制度そのものが有するきわ

めて錯綜した生政治的権力は幾重にも捻れて作用している。つまり、テクストにおいて示されている

除籍謄本によって「朝鮮人」であることを証明しなければならない転倒とは、日韓の戸籍そいうポス

トコロニアルな法的条件への照会可能性に依拠した存在証明になるほかない限界をはじめから抱えて

しまっているのである。

そして、ここに家父長術1ルいった性差別主義が絡み合った本籍移動の問題などが明るみになること

で、「私」は戸籍という国家の法に刷弄されていく

K区役所で戸籍縢本を見ると、私の縢本には帰化の記載がなかった。係員に問い質しても埒が

あかず、私は父に竃話した。出てきたのは1皮女だうた。〔・・・〕

0
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李良枝例徐符觧財薪論(弓島朋幸)

1、おとぅさん、私力沖照作人だってこと、どうしたら証明できるの 1

1おとぅさんとおかあさんが朝鮮人で、それで口本に帰化したんだっていう証明が必要なのよ」

1働いているところでそう苫われたのか_1

「、冗談じゃないわ、朝鮮だって解ったらクビになうちゃうわよ、突は・・・ー・もう詐めた/νだけど・

私、韓困に留学するつもりなの、それで、ιJ饗なの_1

「詔学?

「お釡はある。おとぅさんに迷惑かけないわーーーかける筋合いじゃないもの・ー・・そ/Vなことどう

でもいいんだけど、ねえ、おとぅさんその学校韓国人しか人れてくれないの、だから証明しなく

ちゃな/Vない1

1日本人で留学:できるところに行けはいいじゃないか 1

1ひどいこと言わないで、私は朝鮮人よ_1

「・ーー

1日本にいたって何も変わらないもの・ーー・1 〔ー'〕

げ怜莖上に訊いてみるかな」

「係の人がねーーーあのねーー・・戸籍謄本を取り寄せれば解るってーーーでもーー・4厶の本籍、どうして

K区に変わってるのーーーいっの川Nこ力坏厶d)承諾もなしにー・ーおとぅさんのすることは全剖ξそう

ー・ねえ、帰化と古いてある朧本はどこにあるの? 1

f召力斗ヨ木で4ιきにくい,思いをしないですむように"}化したんだ、それに本籍を移せは沸化とい

う文了!がなくなる、だから移した/Vだア召'のためを,[どってしたことだーーー兄妹もいないのだしー・,・・1

〔・ー〕

耶幼潤悟本をとれはいいんだな、それは 1

1、・ー・・・1徐符11粍本?」

「右が牛まれた M 市に行「て、市役所で除籍1難人をもらうんだ、郵使でも送ってくれるだろう

カリ

「・'・・・・・・・・・・」

1おとぅさノVゾづどんな,思いをして帰化をしたか・・ーーま、いつ力ゞ蠏ってくれると"思う力司〔・・・〕

M 市役所に選話で11打い合わせ、マ劉ヨ、私は M市に向かった。師走に近づいた突風のぶ、きまく

る臼だった。利、は M1訳に降り立ち、乾いた風の巾をル北寸こ。

父はE1本に帰化し、虻N)戸籍をキレイなものにするために本籍を移した。私は父の辿った道を

うことだ

69

、L、
つ



・枚いちまい皮を剥かしていくように逆に辿ろうとしている。突風を全身に受けて私は歩L寸こ。

「李良枝 19賜:5倒、56副

j・i籍」プ山ら偏イヒ*顎を消す本符移動というf段は、端化の法制史研究においてもよく知られたもの

である L令英達 1990]。しかし、本1'移動百m轡よ1去的主体は戸籍の筆頭打(及びそのIY偶占)に限ら

れるために、テクストにおけるオ薪霄移動は「父」の予によるものでなければなら司一、また布Hヒ1例度が

戸籍中位(即ち父一珂卜子供)でなされるものでもあるために、・f供の帰化や人籍移動はほとんど父1

の差配に委ねられてしまっている。テクストはこのような圈1'付勺・といった住1家の.1ι権行為とt小斧別

上裟の具休的樹箭写を通じて、リ吊化者である1私』に向けられている神々の暴力を明らかにしていく

5.国家主権への帰属という暴力

「父 1 の 1、召か日本で牛きにくい思いをしないですむように蛎Hヒしたんだ、それに本籍を杉せは'り'

化という文字かなくなる、だから移したんだ」という行為。これは戸霜・氏W鯏刈度の述用に文、1する茶

別や社会的冷赳を免れる危機管延珀くリ町則而を何していると言えるか、しかし、この点はややH体的に

踏み込む必要かある。

文化/批評 2018年

ここで注目したいのは、除籍謄本取得によって舛如畔人_1 であることを誠.明するという遡行的な行

為を速じて、テクストが帰化事項抹消にイ半う 1キレイ_1 という美的厄弐改を'語化している"点である。

戸谿を「、キレイ」な状態に保っ本籍移動から明かされるのは、現在の本籍地からωf味制奔本・1少本の

取り寄せによって(戸IN去第十条における戸籍排Mゞ・抄本等の諭求)、遡行的に"}化*町U)Ⅱ個恕がで

きることと>届化事項を消すためには本熱を移動せよと促寸、戸1綜御変への照会可能性をめぐる矛盾

した内己検関を課すΠ本の1倒家儒力のありノjなのである。

そしてテクストは、Π本困籍を所持する 1木厶1 の 1、キレイ」ぼ恬報から戸籍・国籍制度の歪さを1畷ら

すことによって、州,化斉が韓国においても司法的同・・外やそれに伴う陛珂恕こ苛まれる様fを、次のよ

うに書きaιしている。

芽j 9 を1

ドアを川K音がする。1厶は起き上がりドアを開けた。加"ゞに若い男が立っていた。私は旦材)ず

はうとして目を見肝K。薄暗い加"イを11畏にした色煕y)、その若い男の口は内さを泙き出させて

鋭い吐Uモを放っていた。吸いっくような男の朴舗泉に私は一瞬たじろいだのだ。1醤獣のあるΠでは

ない、だかどこか強引で力を隠微に溜め込んでいるような鋭い111だ。男1力頓若なしに宿1帳の力ー

ドをさし出した。チムはポールペンとその力ートを受けとる。名市捌4下j1日、旅券番リ、人1珂1_1、

1_1」発予定日、利、はおろおろしながら力ードに祀人し、ドア1__1に立うたままのり}tq腰した。煽髪で

U
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下R枝、除符麟本;論(/・1島}Ⅲ十)

Ij筏市1後のその男はひき締ま「た右者らしい休鯛をしていた。韓困のXい男性は+〒そうであろ

うと恕豫していた辿り、枯力がr"兒敏な匂いがする。男は力ードを.硫んで二'うた。

t、'ノンニム(お客さん) 11人人ですか?_1

り}は低いゆ「くりとした1_nl"で門'つた。同じ質1磁を今1・}、杉、は何1女訊かれただろう。

1 い、ヅ、、木1、、イf11 Ⅱi明包です。ルj親か 11オゞに4'・化し九んです 1

刊、は、こω会'円'だけはこれからー・番上子にi舌せるようになるのではないかと忠いながら心、の小

で苦笶した。こω男もその次を,汎いてくるだろうか、アガシ、それでどうして帷1回に来たんです

か、と。 XSω1ゼ、り}はJUけ;。

1税城の墓参りです

私かそう"うと、り}は削K ωでもなく、

1 アガシ、いっ1_1_1発する fli1ですか? 1

と*務的に'、1藥を返した。り}ω1__1,111はゆっくりなωで私には掛1きとりゃすかった。カードに村、

は米定と,11'き人れた。三刀太までにソウルに打いていれはいいのだ。令州に何1_11川沸・イ11するかは

川}Πにな「てから决めたか勺た。私はどうにか中詔をψべてそω片をなえる。男は相変力らすイ"1

の戻'もない。私は梅力説線をA力さないように屶の肩の辺りを見て'1舌した。屶は力ードを見な

からぢぇ込むような什第をしている。金浦空心の人岡密在でもそうだ「たが、こういう1風に扣予

ω1丈j心を待一ている1山の不安な感1吉は名状しがたい。 1令良枝 1993:559-560_1

I W鄭qu)■八四ナ竹1_1 か 1、さいΠした 1 1補1帳ω力ード 1 に記人される「名前小什」ι1円、旅券番り、人

憾Ⅲ、 1"発 f河ξ別とい「たt,"Rは、 1 私_1 か出人憾H1尋型休制における法的_1・1休として 1、1_川y＼1 で

あることを川W1するものだか、ここに統まれるぺきは、この恬縦を'己す゛ム_1 か 1、おろおろ 1 と羽ぱ1

し、 1γ,状しかたい 11、相予の1丈心を荷一ている岡の不安な感帖J にとらわれている心的な状態であ

る、これは 1、刷、1 ω心1中そωものか匪1家によって捕糾はれ、 1在1Ⅲ朝包1 であるという名央りか成功

しているかどうかを常に点検しなければならない状況をもボしている。

1在1ル側包1という語に鬨迎して、このテクストか市喫なのは、韶ツtいう移動形態から照らして、

辯化の,凪舖において閑却されるか繊似的な文、1象としてしか戀起されない帆国の存イfを,11き心している

,,1、tである。 19帽イ11ωWよ1同b戈ウ1以降、帆mΥ戦'n (50~53年休戦)によるIRH'荒廃やネ脊卸戊長鈍化による

1噂1バ0)往1村とい「た1丁}ルも岬法える必変もあるか、801、f代舸'rにかけて進屡したグローバリズムと新

R山,1{_ルJW絲肝移行の影料で受けた令門・煥政椛カソ欠第に文、1策に乗り1Ⅱし始めたとはいえ、テクスト内

現イfとして役河tできる 80年代市Πちにおいて 1、イfタ"'明包_1 とり力け 1、イ1.1_ルⅢ1包 1 をめぐる問題はⅢ"急ΥJ
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支援にとどまっていた(「在外同胞」支援が韓国憲法第 2条2項に明記されるのは釘年からである

仔L義植201田)。それどころか、当時の法的な枠組みでいえは'1在外同胞J の下位集団に「在日同

胞」も含まれており、「在日同胞」と1呼ばれる人々の歴史的条件や日本国内における問題はそれほど

考慮されていなかったように(「半チ,ツハ゜り」 D 、80年代前半における渡韓とは、きわめて政治

社会的な葛藤や混乱を意識させずにはいられないものとしてあった。加えて、既述のように、日本へ

の帰化者力坤阜国内で反共法によって摘発・死升山R刑まで至っていた歴史的事実を考慮すれば、テクス

トにおける「在日同胞」という名乗りが有する軍事的政治的強制力を見誤ってはならないし、この権

力論的錯綜からこそ李良枝の留学や帰化が問われる必要がある。

また、日本国内に目を転じて、「難民の地位に関する条約、1国内発効(別~82年)に伴って「出人国

管理及び熱民認定法_1 改正・施行といった「外国人」法制度再編により登場した、 1、自由裁匠■の域

を出ない「特例永住」制度が(無論、強制送還措置もありうる)、この世界的蝉民問題の只中におい

て、朝鮮籍者や恊定永住権未取得の韓国籍者、「法・・・二六・弓」者とその子などを同法の対象とした点

も合わせて想起することもできるだろう"'。何故なら、日本国内において既に熱民的状態にあった朝

鮮籍者(無国符)あるいは韓国符者を無視し、これらの法制度再編か救済的措識として登場すること

で在日朝鮮人の法的地位が相対的に安定したと捉える見解が[金昌宣 200田、法域の変容のみに焦点

化することにより、朝鮮籍者 4無国籍)、韓国籍者、そして帰化者を捕縛し分断する主権のダイナミ

クスを不可視化しかねないからである。他にも、韓国籍者を 1、叫"雉民』と捉え「中心部日本国民_1 へ

の陣噺妾責任」を問う,思老が、ほとんど本質主義的な人種概念を手放さない点も[徐京柚 2004 、本

1高から照らせば更新が必要になる(李良枝のような帰化者は何者になるのか)。『除籍謄本』も提起

しているように、難民的状態とは、市民権の状態や程度の問題に限定できず、寧ろ、国民、国家(n飢]on、

St飢e)の成員としてカウントされるのと同時に法前的自然状態として人種的に生産される「外国ノ＼」

化という分裂的位相において、身体を拘束する矛盾した諸権力によって再桜銅戈される則極力の心的な

生」といった点からも理解されなければならないだろう田UUψ1997=2012」。日本国籍者たる「私」

は、この階判畔人」たることを証明する緜問、唐突に「日本ノ＼」へと仕立て上げられ、それゆえにと

ちらかであることをも徹底的に拒否され矛盾体として生産されていることに画面してしまう。つまり、

テクストカ斗姻示するのは、「日本人_1 「朝鮮ノ＼1円唯国ノ＼」といったナシ,ナリティやエスニシティ

といった主体性の配分や程度の問題ではなく、主体そのものを立ち士'げようとするポストコロニアル

な主権の論理が身体を通過する畴闇に、この主権的暴力が心身内部においてどのように駆.動していく

のかというダイナミクスなのである。

ノ、ノ
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テクスト1針明らかなように、「在日同胞」「在外同胞」として渡韓する帰化者に要求される法前'的規
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下良枝町徐籍縢本、1 論(君島朋幸)

定と人種的目己拙持といった自己検開的状況において、国家は戸籍の 1、キレイ_1 な状態を維捕させな

がらも「キレイ」以前の除籍といった痕跡をも欲望させ続ける矛盾した統治性の運動として顕在化す

ることで泙厶J の心身を御り刻む。80午代前半とは、この凱民受け人れをめぐる国際社会からの批判

を受けてようやくΠ本の排外上義が対外的に顕在化した時代でもある。椛益擁護の述動が拡大してい

たとはいえ 1 ジャパン・アズ・ナンバーワン」などの保守がリ●番り戻しにあったこの催"甥、「父 1 が

帰化事項を抹消したのは、権利の闇題のみならず帰化・占をめぐる差別的な暴力を回避するためであっ

たとも言える。しかし、先で見た1,11村政明(梁政嘩D の焼身自殺との速絖性の中で自身の帰化を思ぢ

していたのが李良枝その人であったことを思い出せは1李良枝 199田、帰化といった主椛内の適正配

鑁をめぐる立論では国家権力に対する根本rlくり"昇決になりえないことが感知されていた点は忘れては

ならないし、この国家がりょ暴力が殉牙の心身を貰通する様子を揣出するのが引徐籍謄本.1 というテク

ストに他ならない。

6.「イルボンアガシ」への「イルウォンオシプチョン」という呼びかけ

冉身の心身を貫くこれらの暴力を感知する 1私1 は、「イルポンアガシ」という単語を起点にして、

次のような恐怖にとらわれている。

1 イルポン(F1本)、アガシ・

その単語を耳にして私は足を止めた。ぶ、つ'、つという隠微な笑いが時折り混じって私は立ちす

くむ。私のことを話しているのだ。箭功寸剣塔段に若い男の声はよく響いた。だか私には二人の会

話はほとんど聞きとれない。払いあげられる単語から脈絡を判断するしかない。

(日本人じゃないって'つてたぜ、両彩肋阿吊化したらしい)

(いやアニキ、彼女は日本人ですよ、日本の女'の顔だ)

(H本に帰化したのなら日本人だよな、怖Hヒする奴は許せねえ、売1到奴だ)

(そうですよ、ウリマルもろくにしゃべれないじゃないですか)

(同胞のくせにな・ー・・・オレは篤いたよ、煙草を吸っていやがる)

(アニ才＼やっぱり日オゞの女だ、あれは)

(日本の女と・一度やってみてえな)

{ J ・、,}

(アニキ＼どうです、今夜)

('、乃ぶ、つ'、つ)

少年が足早に階段を駆け降りてくる。少年は私を見ると全く普通の表恬で会釈した。知らぬ顔

ですれ違「ても、私の心臓はぎゅっと強いもので締めつけられていた。三階の廊下には誰もいな

-3



い、若い男はどこに行ったのだろう。

旅鮪を変わ「てしまおうか、今ならできる。だ力辺1Ⅱ_11がない。いや私は客なのだ、いちいち凹!

山を言う必要はないではないか、、ソ＼の会'活は私oy訳像だし〒戈際は他のことを話していたかも

知れない、思い過こしだ・ーー'そう恕いたい。でも・ー・・・イルポンアガシという中胎が何1変も出て来

たうけ・・・・'・、附"4.の中を往ったり来たりしながら、私は何度も唾を呑み込んだ。「李良枝 1993:567}

階段から聞こえてくる 1、韓ぱ1/＼1リ}性述の言葉尻から内容を批訓する 1私 1 鯏瑚いてしまう 1、イルポ

ンアガシ 1 という中、語は、 11厶の心臓_1 を 1 ぎゅっと強いもので締めっけ_1 ている。ここに注愆すべ

きは、 1光鬨奴 1 と鰐る 1韓佳1人 1 屶性のルi}イヒに文、1する11旧Ⅱ!i艀の11Uこ、 1、ウリマル」というた'

語能力が「手厶1 を「イルポンアガシ」だと同定する根拠として11ち鵬されるー・・速のやりとりを、「私 1

白身が f想像_1 によって再枇成してしまう点にある。

特に、この 1危{像 1 の 1、日本の女と・・喫やってみてえな 1 とい「た性的な揣汚:のように、「私の心/1蔵 1

を蹄市めっけ 1 る拘束力には、ジェンダー的な暴力が抜き熱く介在している。これは、多くの令良枝

作品が開示する牙体をめぐる性・・政治的な*径力のダイナミズムが「イルポンアガシ_1 とされるU身へ

の呼びかけの1,1、Uこ駆動している点を暴き1_1」してもいる。先でポストコロニアルな日韓の戸籍術Ⅲ立によ

る性差別主義的状況は既述したが、テクストにおいてこの司法的同一性に鬨わるジェンダー的な暴力

が身休への心接的な危機として」1ι雁に感受されている点はき力めて重姜である。ほぼ岡時・期に 11'かず

きめ』における乢暴力と妊娠や咳収における打経とい「た女性をめぐる身休論的な性丁政治的動態

を言語化していく李良枝のテクストにおいて、国家主椛や柚民地.1三攻かいかに性の政治を欲望し動員

文化/1」栃平 2018作鋪9・弓

することで女性身休を傷つけていくのか、そしてその1埒の男性とは・一休何者なのかという問恕は、『除

谿W材訓では慢偶i人裟災における「ー'円五十銭_1 といった呼びかけと1'殺の歴史と接合され、次のよ

うな恐怖として'語化されている。

1 な、な/VのごIUですか?」

屶はにっと笑った。同も鋭く光る。

1、オレはー・度、 1_1オゞの女とやうてみたかったんだ 1 〔・・・〕

1私、ノ>日説明したでしょう、私はれっきとした朝鮮人なんです 1

1朝鮮人? 1

「・ー・ーあっごめんなさい、瞥.匡リ＼な/Uです」

1 うるさい、反1_1,1思恕カリ獣くで嘘をっいていやかる。おまえのために輔.困人がど/しな口に会った

か、知うているだろう 1
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下良、伎 UIN創繋ポニ i金(1松別ル扮

1 ねえ、 1、y「て、 11乃てドさい。 i;舌し合いましょう。大きな誤/蠏で寸。私、あの、私の1Ⅱ北は李

成柞なんです。ほら、太祖1勤戈札、全州李氏なんです。私ω家は。何代Hかに済州島に流された

のでしょつ、父は済什1,11.シからΠ本に火ました。私もいろいろあ勺て、それで劉'γを決1獣したんで

す" 1兀ljl '11からソウルω斗々校に通乃てウリマルを勉強することになうています。 R本でも・ノ＼

で勉血辻てきたんです。挨拶や買い物ぐらいはできるように、中.1仟をたくさん'弛えてきました。

それで、ますイ＼外1に来て、 1ε成イ11のりを参十1{しょうと・・ー・今1_1、リιは私の,包ノ上Πなんです 1

I W人れ、 J張れ、 1可胞がその1御立のウリマルでどぅする、おい、ウリマルで・・'ド1/_i」 1上と、,1、0 てみ

ろ1

1 そらみろ、 H オ父人ωyE陛だ}〔ー・)

1 そうだ、刷、、 1徐沖i川tイ"・丁乃ていま・す。あの笊行カバンω小に人乃ているの、コビーなんですけ

どINり川してお兒せします。 4'1}化したことや、両刈の以前の帆国kや、それに済州島のイ主1折もち

やんと,成っています。似、か悩N司人だということを1唯司Π明できるんです

1 除1,1Ur1ポ? 1

1、d、ぐにお見・せします"だから少い・ン「て_j

1おい、オレをなめるなよ、そんな紙切れ力寸可になる、おまえは口本人だ 1

り}は11泛台ω 1_1にj慢び1力{り、ナイフをぶ、り上げナι。杉、は,愆,1哉を火(た。

1 1司111支 1993:訊椙・569 }

で、す力＼

ここに見られる 1 '円ん 1'1炎ゞ 1 イルウ寸ンオシ,チ"ン.といったシポレート1γ"裟能は既に、1及

されている述りであるか 1イ・ヨンスク 2(川71、本Ⅱιではややり」郡を広げたテクストを賀く,1'1論倫的

Ⅲ1題に1-1H 1する。テクストは全体を通して門オゞ語によ乃てi己述されているか、ここでは 1刊、1 を指す

1 イルポンアガシ}や、 1 イルウォンオシ、チョン 1 とい乃た発ふしω失敗が1-1本1バの fや"己,1',1iである

カタカナによ「て'i己されている、そして、この発ililj為という「;,1バ轟討内政治ωアリーナにおいて、

1刷Ⅵは'イルポンアガシ 1 という名1尓で 111本人_1 あるいはレだ1司奴 1 としてタ,指されてしま(て

いる。これは、Π本,iバと判}■羊語をめぐる"i;i矧刈の制'N行為とい「た1薪台,倫的政冶が、テクストにお

けるΠ本il、W)透11ル1小を)、報ゼする過仟を辿して、 i論舗上為としてω11乎びy山けにおける中・" 1'1バというた

制度的"W乃を再待し、 1杉、_1 か癒nN・市民椛取得といった{司家への帰1禹に拘央されながら小政治的な

暴ノノに111川されている1,山価を1刑水している。

ただし、ここで爪1変・なのは tfJじ';,冶・だけではない。 1川家H<による'1拓d'1',;バそのものである1徐符Urt

ヨンンネ、シ チノ
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本を提示したところで「、そんな紙御れが何になる、おまえは日本人だ」と・一蹴されるように(日韓の

戸籍における使用言語の差異や名前の剛題)、汗ムカ沖京国人だということを唯一証明できる」はずの

習^類はまさに刷定の門前.1 (フランツ・カフカ)で突き返されてしまう。つまり、ここで起きている

言語論的政治とは、関東大震災における呼びかけの変形だけではなく、寧ろ、国家が、個人に法的根

拠として何をどのように当き込み、名乗らせ、あるいは名乗らせないかといった矛盾した名付けの根

源的な暴力性をも照射しているのである。

植民地支配期から在日車爪畔人が被ってきた名前をめぐる慕藤や暴力を想起すれば(創氏改名、通名、

帰化等)、日本と韓匡1というポストコロニアルな権力論的磁場において、名前それ自体に政治的強制

力があることは明らかである。また「ある日の時点で朝鮮名を名乗ることは、それ自体が日オ薪怠体に

向けての挑戦的行為であり、自分自身に向けてのそれでもある』といった行為遂行的な名乗りの地平

を思考していた李良妓の言葉を踏まえっつ[李良枝 1979:591]、しかしテクストに 1不ム」 q也にも「父」

汗丑_1)の固有名が登場しない事態から汝重に読み取らねばならないのは、そもそもここで名乗るべ

き名前とは何だったのかという問いである。テクストでは、日本名にしろ陣剛鉾名_1 にしろ浮ム」に

対して除工蔀僑本などの司法的同一性による証明が要求されているように、既にそのどちらもが国家の

戸1醗専に登録されてしまっている名前であった点を鑑みれば、そもそも名乗れる名前がなかったので

はないか。であれば、 f私力y偉国人であることを唯一証陟心可能であったはずの除御惜本とは、斧ム_j

の戸籍・国籍辻いった司法的同一性を提供しっつ、この戸籍への照会行為においてこそ自身が「、日本

ノ＼」 1、朝鮮人」「韓匡リ＼」というナシ.ナリティ等と説明することも困難な何者かであることを強制

文化/批評 2018年第9号

される矛盾した効力を有する不可解な物象として存在しているのだ。そして、「男_1 による「日本の

女とやってみたかった」や「イルボンアガシ」という呼びかけが、この国家によるヨ斗往が1暴力を、女

性を欲望する男性というそれ自体へテロセクシズム的かつ植民地主義的な陛的布置へと置換してこの

効力を最大限に引き出してしまっているように、テクストは、この主権の論理に内在する性=政治的

暴力の位相をも暴蕗していくのである。

フ.「離人症」と「黒い動物」を繋ぐ

これらの言語訴杁ン性上政治的局而から照らして「いつ頃からか机に広げた1脹簿の細かい数字や伝票

の東が、単なるモノにしか見えなくなった。人の声も、自分の声すらも、声として自覚できず、オト

としてしか捉えられない時がある」といった自己把持の困難な状態をテクストが譜き記していたこと

に戻れば[李良枝 1993:56幻、次に見る「航人症」とは、国家による主権行為に捕捉された生政治的

な権力の相関においてぢ察すべき論題であることが判明する。
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止男の声が聞こえる。

1、君のそのほソ0やり病は、き「と航人症というんだよ、前に、何かの本で読/Vだことがある。 n

分か何者なのか、何を今やっているのか、やろうとしているのか、創1らなくなる病気なんだ」

「、1雛人症? 1

1、ほら、既祝体験勺てやつ、この風景はいつかどこかで見た「て感じる・・・ー・あれも離ノ＼症のー・様

らしいぜ_1 [杢良枝 1993:561」

正男による1、自分が何者なのか、何を今やうているのか、やろうとしているのか、解らなくなる病気」

といった症候的規定に反証的に示されているように、このΠ雛人症1 が決して「、自分中心」的な主体

性の論N!に」佼柬しえないことは、ここまでのぢ察から照らせば明白である。国家は、帰化者に文、1して

主休的な忠誠を要求しながら、存在証明を裏切るためにこそ介人し>届化者か抱える葛藤や混乱をキ

椛行為ω内部で抹消していく。「籬人症」とは、まさにこの矛盾したネ冠台陛による生政治的権力が昂

化者である 1私1 の心身においてi1ル愉攻される心性といえる。ここに(純枠なE1然状態ではない)無

岡籍者を産出寸る国家の主柘行丁為に文、1して壮胖11的な洞察を加えていたバトラーの「それによって欠格

や剥奪や追放や、また宿分がいる場所がわからない感覚、どこに行けばよいのか、どこに住めばよい

のかわからない感覚がノ上み出され維持されている」といった言葉を思い出せば[Buua'andspNak

2007=200&フ]、テクストに示されている、難民を熱民と名指さない国民・国家(nauon・飢ate)への帰

属の↓1中において暴力的な恐怖に晒され、「私_1 が軍*的、政治的、言語的、そして竹珀勺に挑民化し

ていく局而と紳き合っている。

そして、ここにアガンベンが主権国家による法と怯外部の境界に顕現する恒常的な主権的例外化の

議論の中で、フーコーによるソ＼口の統治」の対象として見出される 1、人類という種」を管蝉する《生

休政治》を「動4勿_げ内問題として引き受けていたことを,思い出せはIAgamb即 1995=2003]、次に見

る「煕山動物」といった形象が主椛行為の内部において生政治的闇題として烋'点化されている点とき

わめて高度な理論小上出鳴を始めていることがわかる。

、 、

ルyを見るのよ、おかしな夢、1 〔・・・〕

「夢の[1_,で私はある部屋の前に立「ているの。部屋の'・1Nこ、小Ⅱ_1羊とも犬とも見分けのっかない

黒い列升勿がーーーニ匹だったかな、三匹かなーー・・じっとしてるの、すると四件勿たちは剖"呈の中を歩

き始めて、私、急に走り1_"して・・・ー・列件勿を捕えようとするのよ。でもするりと手の「・1・,からいなく

なってーーー捕えた感⑩虫さえないし、鳴き声もないー・・一変だなって態{いながら、私、音K屋中を走っ

て息切れさえしてる。〒く捕えなくっちゃって、とっても熊ってる。そしてね、黒い動物が6-

フフ



と雁んだかと,1思うと

て杉、動物の尻尾を捕えようとするの、でも身体か今度は動かなくなうてる。すると今喫はじ「

とべランダを見ている私の後ろ姿を人り口に立「た私が見ているのよ_1 t1三良枝 1993:561」

じりじりとgをこする斉がする。離く Hを開けてみる。鏡台の倚fカルιえ、門を1引すと寝介の

床ωすき剛が見えた。背中に鈍痛か走る。1喫台からころげ落ちたのだ。じりじりとまだ"をこす

る音かする。はっとしてト.半牙を起こした。顔を押しっけて眠勺ていたので右腕は鬼ゞ弛かない。

つけ放しだ「たテレビの曲而水よ广扶IN)雨を降らせてじりじりとなり絖けていた。ψだ「たのか、

見るとべランダの杣}の向こうに艇びおりていくじゃない、あう危ない「

と旭1いながらテレビωスィッチをUJる。 fテ巾をさ・すのなから立1ち 1プづる。釧許各子の冏に fを人れ

て窓を削けると、牟は白み始めていた。'、いに慢分の後ろ姿が除に泙かんだ。ベランダを艇び降

りていった黒い動物を抽まえきれずに不厶はうずくま「ていた。 t企良枝 1993:569-5701

文化/批訊三 2018作第9・琴

酵熊い動1勿_1 にヌ、川『する 1、私」の身休とまなざしに注"すると、それを迅う 1私 1 は斧ム_11'1牙の後

ろ姿をも見ている循環的な述動をなしており、そのまなざしに11Nされることで 1、似、1 ω牙休は硬1'〔し

ている U1ι述したヰムω心臓 1 を 1、ぎゅっと強いもので絲めっけ 1 る暴力とも繋がる) こ 0)U

動物」をめぐる現象学的還元的なまなざしの迎動は、 1杉U と 11、1、{い動物 1 と0メ妾触不可能判1を強a11

しているノ無で玉要である。は艮い動4勿 1 は、先の 1、イルポンアガシ 1 への 1 イルウォンオシ,チ,ン 1

というた呼びかけの強迫的な妄冠!ののち、 1、杉、1 の幻悦的な心象光呆として阿びイ討昜する。こω光以

は、 1イルポンアガシ_1 とされる蛎Hヒ占である 1私 1 を紺糾北孤立させていく状況を隈1ミい動ψ心と

の1祈絶というた表象から照らし、凶家か隔丁正不艸能1 な孑盾体として昂化者を生産し政冶的.社公

的に孤迂させていく.1ヨ花的暴力を明らかにしている。そしてまた、この光景において名前や形や数は
、 、

切イⅧⅡで 11、11い動物」としか名指せない他者としてこれが幻硯されているノ1、Uよ、 1 村分が何占なの

か、何を今やっているのか、やろうとしているのか、解らなくなる」1肝1拐と市なり、 1私1 ω名前の

不nと・1"託的暴力とを影,1尓イく可能1小にようて繋ぎとめΥ1、ゞ化をめぐる政治的条列をY決して 1 冉分小

心、1 に遂元しぇない氏1家による小政治的な暴・力ωノK凖に杯ゾdr'11すことを饗論しているωである。これ

らの太象から明らかになるように、凶家への帰属に伴う上q"への照会によって f私1 の心牙を矛盾仏

として産川し、絶えざる1司■検鬮と懲罰的暴力を駆動させていく身体楡的政治としての帰化という岡

家の卞椛行為を捉え心すことで、この国家による生政治的暴力を暴欝し続けているのが郡斜、剛謄本.1

というテクストなのである。
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李良枝耶斜鯏治本1 論(君島朋斗り

むすびにかえて

本糯仁劇よ、李良枝郡余1浩耽本、1 を小心に、在11朔川ソ＼文学におけるリ命化占をめぐる政冶的社会f剛1・リ

題をポストコロニアル的視座からぢ察した。j'礎的なレベルとはいえ、靡史文脈と交差させることに

より、匡臨・市民椛取得とい「た相に巡ルできないΥ帰化七の心身に川備成される牛政治的暴力の局

由iを川1ポしえた。これは、従来のイH_1朔熊ソ＼文学研究においてほとんど不在であった帰化太象ω議楡

を進展させるものである。また、李良枝研究が陥りがちであった政治と文化の厶分法ではなく、再i;台

や身休そして件といった闇題か倒家卞椛行為である帰化によ「て引き起こされている点を1明らかにで

キた。

・・ゾjで、このテクストか、哉稿であった点には細心ωi上愆か必要である。最初期に構想されていたこの

テクストは、既出作とは熨なり、惨1家の冉記'、1'詔である1徐1湘巻本が題である,e、tや内容の若十の抗さか

らも、帰化をめぐる岐治的社会的三帯詠陥成から航悦する知度を1丁ち得ているかは注慈プご饗する。とは

Lヅい本稿は下良枝の体系的研究の,祝座を援洪するものであり、今後は本1高で明らかにしえたh}化

をめぐる闇題を他f畔,1,と△わせて総A的に思ぢする必要があるだろう。特に、 1q高では紙幅0)都介上

筋潔に言及したか、『かずきめ、1 等に登場する届化門や親の婚娠ルいう牙分行為によって臼動的に「1

人山1籍を取得北た女性に向けられた1牛暴ノj等のセクシュアルな身休論的政治を、本楠で提水した愉化

という主椛的暴力の闇題とAわせて分析することは喫緊の課題としてある。

【注】

,予納1・げ捌剖.1 だけても次のような。亡'打かある。 f被告に無期ω判i夬スハイ容疑 1-1本に4'化ω元悼岡人11973

年7門 25 臼朝刊、阿'イヒ聨本人ら八人スバイ容疑で送検辻町5郁41ヨ26 H夕阿、 W吊化日本人に死刑求刑ス

ハイ容疑でスバイ容難事件11975作9jal0日朝・刊、「日木偏イヒ韓国人に死}呼判决スハイ容疑スバイ容疑*

件」扮75年9月25 n夕刊、 1反共法述反容疑で述捕 1'浜の婦化口本人民 11化遜動 1 側明[1新i罰,11977 郁9jJ

17 し削1阿等。

円木1-1ミ県t法施行(1ル17仟二" 3日)ω前Hに最後ω勅令として出された 1外惨ν゛1"示令1 か、先の剤゛n条約と沌

動するかたちで名称を 1外住ν＼豊録リ11 に変え、それまでω 1みなし規逆_1 ではなく・・般 1外住ν＼J として在門,剛

畔人からH木岡籍を剥鮮し無匡隣じ占にしたのは、既に多くの指抽力達Wり返す通りである(L細小 20131 や「大沼

1993]等を参照)。

'しかし、このような指摘は「外国人 1 艘念と合力せて111検'、jか必要な11、i、でもある。

. n1口朝鮮人社分・教下i研先所"d}化、1 晩磐1上、 1989年、上下谷。本見丁胤才、ヰ1に上をを参照。

帖に晞寸師堅談会差別ω根深さまざまざ 165/j人_ル測オを終えて歴史へ0)N!解足りず分断の波紋、 H

本人にも} 1Y朋日"Ⅲ揃 1976 郁,1j] 25 1小期刊。

丁而掲既1}化.1 上を参照。

、この論争は、 1977 匂ミ11 「1に判航志 11,剛鮮研究,Nこ発表された内海愛子他 1 白立'した1瑚係をめざ'して」という論文

に始まった。そこでは、 50 午代後半から始ま「た共和国へのレh}匡1迎動1 の勝り、備年のH彰μ,1^本条約による輔

国1■・占の松的地位締!辻、70年代にたたかわれたHO.就1殿ぎ拐収11争や人管1牙庁,、民族教育といった背景から、在円朔

鮮人惜身が「祖国_1 への「hH列1 や愉化によるΠ木[司1'取得を述択しないのであれぱ、 f内王仲排嫌・韓国人にとっ

ては在口するに当っての新しい主休性鯏造への米知の戦いであり、Π本人にとっては、上剖宗ぎり刈を党服寸る六めの

新しい人闇鬨俳繍11造の営為1 が必要だと1是片されていた 11大」海他 197フ.3鋤。しかし、 f逆に木気で在口しっ→け
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るのなら、d七和国や韓国のこと以上に、日本でのあり方をより典剣に模昇とするのは、これまた当然なことではなか

ろうか。だからこそ民族差別力斗拐題になるのだ」と記されているように[内海他 197フ:5易、在日朝鮮人をめぐる

国家の差別的処遇を単純化しており、梶村秀枯1も「どちらとも最終的決断を下しかねるような1小期問の錯雑した状

況のもとで宙吊りにされ、苦1拐してきたのが、j朔攻后三0余年の在日朝鮮人の生の不条珊!ではなかったか?価値

判断以前の状況的事実として筆者たちが知らないはすせないのだが、それでもなおかっいま二者択一・・せよとあえて

主張する根拠は何か?」として疑問を呈した[梶村 1978:5司。これ以降、複数の論者によって「帰匡"/帰化以

外の「第三の道」をめぐる論争が繰り広げ'られた。のちの飯沼三浪1虻リ公本昌次、姜尚中、梁泰昊の議論に咲ルては

炉加召編 1984,]98剖や[金石鞄 1980]などを参照されたい。

"19筋~釘イfの 1'官帳資料版.1 を併儒忍すると、法務省がきわめて意融的に帰イヒを推進していたことか伺える。法拐

省「国籍の取得と帰化の現状」 19備午3 村 3日、同 f帰化の要件と手続_11966年6月8 n、同「帰化の要件と中

詰手続年冏、帰化者は約五000人」]967年6月7日をそれぞれ参照。

"本来であれぱ、配偶者と共同で届け出る必要があるか、テクストでは躍雄婚話」が「棚上げ」になり賜Ⅲ舌_1 状

態のまま、既に「父」がS区から K区(「父」の現在の侘所)へと本符を移倒ルていた。その後、「刷U の生まれ

たM市に移動したとして、計2回本符か移動させられている。

"「法一二六号」0カモ式名彩」;は「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措諮

に僕1する法律1 (19詔年4 村 28日)である。同法制定の目的は「要するに、占領下で制定されたポッタム政令で

ある出入国管理令が、平和条約発効後も法律として存統できるようにするためのものである(さもないとH、1人国管

理令は失効する)。 1 といったものであった「田中 20玲:44]。

"関東大震災の際に行われた11乎ひかけは「一円五十銭」ではなく 1十円五十銭J あるいは則・'五刈五十銭」であ。

たが、李良枝は意識的にこの「一円五十銭」へと転用している。この点は、『1徐1鯏播本』最後にある注や 1かずき

め』における「一円万.・1寸浅、十円五十銭_1 といったイj儒己を側'忍されたい。
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A Reading of Lee Yangji 

"Certified copy of Closed Family Register" 

Tomoyuki Kimishima 

To date, research into Lee Yangji has typically focused on aspects of her work viewed as 
'non-political', such as relating to language and gender. Research of this kind is premised on 

an approach to understanding literature which prioritizes the characteristics of the author; 
in this case, for example, Lee's aversion to politics, and her interest in traditional performing 
arts. However, it is important to recognize how, drawing on the experience of her own 

naturalization as a Japanese citizen, Lee was able to develop a critical perspective on post
war Japan. In her work, we find a line of questioning into what, in the first place, politics 

means in a colonial context for a Korean resident in Japan. In this paper I seek to make a 
contribution to the systematic treatment of Lee Yangji's work by focusing on the manuscript 
known as "Certified Copy of a Closed Family Register." Through an examination of this 
manuscript, my aim is to consider the East-Asian post-colonial context within which we may 

locate the relation between Japan and South Korea in the early 1980s. In particular, I 
examine the problem of what occurred as a result of the creation of national sovereign power 
in this context. 

There are four conclusions which I have drawn as a result of this investigation: The first 
concerns the system of naturalization, which was enacted after the war to assist Korean 
residents who had been stripped of their Japanese nationality, which in turn was originally 
forced upon them in the period of colonial rule. Lee not only criticizes how this system 
constituted a political strategy for dealing with the 'foreigner problem' by way of granting civil 
rights. She also leveled a critique at a kind of 'epistemological violence' attendant to the kind 

of language used by Korean resident in Japan community for the purposes of isolating 
individuals who had been naturalized as Japanese. Secondly, a comparison between the 
naturalized 'self which emerges in the text and the discussion of law regarding such 'certified 

copies of closed family registers', discloses the manner in which Lee points out the warped 
nature of these documents, which pre-legally define the individual as racially 'foreign.' Lee 
exposes the manner in which, due to the 'certified copy of the closed family register', her own 

ability to refer to herself as 'Korean' always carried the restriction that it was tied to the 
possibility ofreferring to the family register system. Thirdly, Lee takes up her loss of her 'own' 
name, as well as the yelling of Korean phrases such as "iluwonoshipuchon" (1 won and 50 

cents) towards so-called "Ilubon-agashi" (a pejorative term roughly translating as 'Japanese 
girl'), as examples of a language politics which exposes the individual to a primal form of 
violence. Finally, drawing upon the above observations, I clarify the manner in ·which 
symbols in this work such as 'depersonalization' and 'black animals' are used in order to 
disclose the manner in which individuals can be bound by Bio-political violence, as beings 
which are subsumed as 'falling under' the sovereignty of nations. 
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